
【留意事項】※必ずお読みください。 

 

１. 介護施設等の選定を開発企業が直接行うこととなりますので、希望条件等により選

考されない場合にはご容赦ください。 

 

２. ホームページに掲載されている対象機器一覧リストの中から、希望する案件番号を

選択し、「実施希望書」（募集要項 P.23 の様式１、または P.27 の様式４）をホームペー

ジよりダウンロードのうえ作成し、企業へ直接電子メールにて送信してください。なお、

その際、当協会・事務局にも必ずＣＣ．で送信してください。 

企業の宛先とアドレスは、ホームページに貼り付けてある各案件の PDF をご覧下さい。 

 

３. 募集期限は、ホームページの対象機器一覧表に表示しておりますので、ご確認くださ

い。 

「募集終了」と表示している案件は、既に募集を締め切った案件です。 

 

４.意見交換やアドバイス支援の実施日、モニター調査の開始時には、可能な限り、当協

会も同席し本事業の趣旨説明等を行います。 

 

５. アドバイス協力費の支払いにつきましては、原則として事業終了後「実施報告書」（募

集要項 P.25 の様式２）を、モニター調査施設等に対するモニター調査協力費の支払い

につきましても、原則として事業終了後「結果報告書」（募集要項 P.29 の様式５）を、提

出いただいた後となります。提出書類に不備や不明確な記載がある場合には修正、再提

出を求めることがあります。 

 

６. 適切かつ効果的な意見交換やアドバイス支援、モニター調査が行えるよう、主担当者

のみで対応するのではなく、必ず関係職員・多職種がチームを編成して対応するように

してください。 

なお、「試作介護機器へのアドバイス支援事業」を選択した場合には、案件に応じて、Ｎｓ、

ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ等がメンバーに入る必要があります。在籍していない場合には、当協会に

ご相談ください。 

 

７. 介護施設等、現地での事業実施を基本としておりますが、インフルエンザ等感染症予

防の観点から、介護施設等で入場制限等の措置をとられている場合は、打合せをオンラ

イン会議で行うことも可能です（機器の試用、モニター調査の実施については、現地で実

施いただきます）。なお、実施に当たっては、原則、当協会も間に入ることといたします。 


